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利
用

者
負

担
の

見
直

し
①

〔
障

害
者

〕

背
景 「
特

別
対

策
」

は
、

利
用

者
負

担
の

軽
減

に
大

き
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
一

方
、

自
立

支
援

法
施

行
前

に
は

低
所

得
者

の
居

宅
・

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
利

用
者

負
担

が
ほ

と
ん

ど
無

か
っ

た
こ

と
な

ど
に

比
べ

る
と

、
な

お
負

担
感

が
存

在
す

る
と

の
指

摘
。

対
応 低
所

得
１

及
び

２
（

非
課

税
世

帯
）

の
障

害
者

の
居

宅
・

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
負

担
上

限
月

額
を

更
に

軽
減

（
平

成
2
0
年

７
月

実
施

）
。

通
所

サ
ー

ビ
ス

居
宅

サ
ー

ビ
ス

低
所

得
２

3
,7

5
0
円

※
　

→
　

1
,5

0
0
円

6
,1

5
0
円

※
　

→
　

3
,0

0
0
円

低
所

得
１

3
,7

5
0
円

※
　

→
　

1
,5

0
0
円

3
,7

5
0
円

※
　

→
　

1
,5

0
0
円

所
得

階
層

非
課

税
世

帯

※
　

特
別

対
策

後
の

負
担

上
限

月
額

【
１

月
当

た
り

の
負

担
上

限
額

】

低
所

得
者

の
負

担
軽

減



背
景

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
負

担
上

限
額

を
算

定
す

る
際

の
所

得
段

階
区

分
に

つ
い

て
は

、
現

在
、

住
民

票
上

の
世

帯
全

体
の

所
得

に
よ

っ
て

判
断

し
て

い
る

た
め

、
障

害
者

本
人

の
所

得
が

低
く

て
も

、
父

母
等

の
所

得
が

高
い

場
合

に
は

、
負

担
上

限
額

は
高

い
区

分
と

な
る

が
、

障
害

者
の

父
母

等
か

ら
の

自
立

に
対

す
る

意
向

が
強

い
こ

と
を

考
慮

し
て

、
こ

の
よ

う
な

取
扱

い
を

改
め

る
べ

き
と

の
声

対
応

成
人

の
障

害
者

に
つ

い
て

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

負
担

上
限

額
を

算
定

す
る

際
の

所
得

段
階

区
分

を
、

「
個

人
単

位
」

を
基

本
と

し
て

見
直

し
、

本
人

と
配

偶
者

の
み

の
所

得
で

判
断

（
平

成
2
0
年

7
月

実
施

）
。

世
帯

の
範

囲
の

見
直

し

こ
の

結
果

、
父

母
等

の
所

得
が

高
く

て
も

、
本

人
と

配
偶

者
の

所
得

が
市

町
村

民
税

の
課

税
基

準
に

満
た

な
い

場
合

は
、

低
所

得
世

帯
の

負
担

上
限

額
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

。

①
今

回
の

世
帯

の
範

囲
の

見
直

し
に

伴
い

、
利

用
者

負
担

に
係

る
軽

減
措

置
の

適
用

の
可

否
を

判
断

す
る

「
資

産
要

件
」

に
つ

い
て

も
、

本
人

と
主

た
る

生
計

維
持

者
で

あ
る

配
偶

者
の

資
産

の
み

対
象

。

②
「

補
装

具
費

」
の

支
給

基
準

及
び

負
担

上
限

額
を

算
定

す
る

際
の

所
得

段
階

区
分

に
つ

い
て

も
、

本
人

と
配

偶
者

の
み

の
所

得
で

判
断

。

③
今

回
の

世
帯

の
範

囲
の

見
直

し
に

伴
い

、
高

額
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

の
支

給
に

係
る

「
世

帯
合

算
の

範
囲

」
に

つ
い

て
も

、
本

人
と

配
偶

者
の

み
が

対
象

。

留
意

点



利
用

者
負

担
の

見
直

し
②

〔
障

害
児

〕

背
景 課
税

世
帯

の
割

合
は

障
害

児
で

約
８

割
と

な
っ

て
お

り
、

「
特

別
対

策
」

実
施

後
も

そ
の

効

果
が

行
き

届
か

な
い

世
帯

が
多

い
な

ど
、

障
害

児
の

い
る

世
帯

の
負

担
感

は
依

然
と

し
て

強
い

。

ま
た

、
子

育
て

を
支

援
す

る
観

点
も

含
め

た
支

援
の

必
要

性
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

対
応

①
「

特
別

対
策

」
に

よ
る

負
担

軽
減

措
置

の
対

象
と

な
る

課
税

世
帯

の
範

囲
を

拡
大

（
平

成
２

０
年

７
月

実
施

）

（
現

行
）

年
収

6
0
0
万

円
程

度
ま

で
（

※
）

（
見

直
し

後
）

年
収

8
9
0
万

円
程

度
ま

で
（

※
）

（
市

町
村

民
税

所
得

割
額

１
６

万
円

未
満

）
（

市
町

村
民

税
所

得
割

額
２

８
万

円
未

満
）

障
害

児
の

い
る

世
帯

の
８

割
以

上
が

軽
減

措
置

の
対

象
に

障
害

児
の

い
る

世
帯

の
８

割
以

上
が

軽
減

措
置

の
対

象
に

（
※

）
３

人
世

帯
（

主
た

る
生

計
維

持
者

＋
被

扶
養

配
偶

者
＋

障
害

児
）

の
場

合
。



対
応

②
１

月
当

た
り

の
負

担
上

限
額

の
更

な
る

軽
減

（
平

成
２

０
年

７
月

実
施

）

年
収

８
９

０
万

円
程

度
ま

で
（

※
）
（

市
町

村
民

税
所

得
割

２
８

万
円

未
満

）
の

世
帯

に

つ
い

て
、

居
宅

・
通

所
・

入
所

サ
ー

ビ
ス

に
共

通
し

て
負

担
上

限
額

を
更

に
軽

減
。

（
※

）
３

人
世

帯
（

主
た

る
生

計
維

持
者

＋
被

扶
養

配
偶

者
＋

障
害

児
）

の
場

合
。

【
１

月
当

た
り

の
負

担
上

限
額

】

通
所

サ
ー

ビ
ス

居
宅

サ
ー

ビ
ス

入
所

サ
ー

ビ
ス

年
収

約
6
0
0
万

～
約

8
9
0
万

円
程

度
ま

で
＊

3
7
,2

0
0
円

→
4
,6

0
0
円

3
7
,2

0
0
円

→
4
,6

0
0
円

3
7
,2

0
0
円

→
9
,3

0
0
円

年
収

約
6
0
0
万

円
程

度
ま

で
＊

9
,3

0
0
円

※
→

4
,6

0
0
円

9
,3

0
0
円

※
→

4
,6

0
0
円

1
8
,6

0
0
円

※
→

9
,3

0
0
円

低
所

得
２

3
,7

5
0
円

※
→

1
,5

0
0
円

6
,1

5
0
円

※
→

3
,0

0
0
円

1
2
,3

0
0
円

※
→

6
,0

0
0
円

低
所

得
１

3
,7

5
0
円

※
→

1
,5

0
0
円

3
,7

5
0
円

※
→

1
,5

0
0
円

7
,5

0
0
円

※
→

3
,5

0
0
円

＊
　

3
人

世
帯

（
主

た
る

生
計

維
持

者
＋

被
扶

養
配

偶
者

＋
障

害
児

）
の

場
合

所
得

階
層

※
　

特
別

対
策

後
の

負
担

上
限

月
額

（
年

収
約

6
0
0
万

円
～

約
8
9
0
万

円
程

度
ま

で
の

世
帯

は
、

現
在

、
特

別
対

策
の

対
象

と
な

っ
て

い
な

い
。

）

非
課

税
世

帯

課
税

世
帯



平
成

１
９

年
１

２
月

２
８

日
 

 
未

定
稿

 
 

  

事
業

者
の

経
営

基
盤

の
強

化
 

  ※
 

本
資

料
は

現
時

点
で

の
案

で
あ

り
、

今
後

、
変

更
が

あ
り

得
る

も
の

で
あ

る
。

 

 



日
額
払
い
方
式
の
影
響
が
大
き
い
通
所
サ
ー
ビ
ス

日
額
払
い
方
式
の
影
響
が
大
き
い
通
所
サ
ー
ビ
ス
〔〔
障
害
者
、
障
害
児
の
双
方
を
含
む
（

障
害
者
、
障
害
児
の
双
方
を
含
む
（
※※

）
。

）
。
〕〕
に
つ
い
て
、
報

酬
単

に
つ
い
て
、
報

酬
単

価
の

設
定

に
係

る
「
利

用
率

」
を
見

直
す
こ
と
に
よ
り
単

価
を
約

４
％

引
き
上

げ
る
。

価
の

設
定

に
係

る
「
利

用
率

」
を
見

直
す
こ
と
に
よ
り
単

価
を
約

４
％

引
き
上

げ
る
。

通
所
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
報
酬
単
価
の
見
直
し

事
業
者
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る

更
な
る
措

置
を
実

施

１
障
害
者
自
立
支
援
法
に
お
い
て
は
、
利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
観
点
か
ら
、
利
用
者
が
自
ら
サ
ー
ビ

ス
を
選

択
し
、
複

数
の

サ
ー
ビ
ス
を
組

み
合

わ
せ

て
利

用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
サ

ー
ビ
ス
の

利
用

実
績

に
応

じ

て
報
酬
を
支
払
う
「
日
額
払
い
方
式
」
と
し
て
い
る
。

２
「
日
額
払
い
方
式
」
の
下
、
報
酬
単
価
の
設
定
に
当
た
り
、
利
用
率
を
加
味
し
て
一
定
の
欠
員
等
に
も
配
慮
す
る
と
と

も
に
、
支
援
等
に
応
じ
た
加
算
措
置
を
設
け
る
ほ
か
、
平
成

２
０
年
度
ま
で
の
間
、
従
前
の
報
酬
額
の
９
割
を
保
障
す

る
激

変
緩

和
措

置
を
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
依

然
と
し
て
事

業
運

営
に
不

安
を
訴

え
る
意

見
も
あ
る
。

趣
旨

内
容

※
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
事

業
に

つ
い

て
は

、
支

援
費

制
度

に
お

い
て

も
１

日
あ

た
り

の
単

価
に

よ
り

報
酬

を
算

定
し

て
い

た

こ
と

か
ら

、
今

回
の

利
用

率
の

見
直

し
の

対
象

と
は

な
ら

な
い

。



◎
利

用
者

の
利

用
促

進
を
図

り
、
事

業
者

の
経

営
基

盤
を
安

定
さ
せ

る
た
め
、
通

所
サ

ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
定

員
を
超

え
た
受

入
の

更
な
る
弾

力
化

を
図

る
。

（
※

１
９
年

度
末

ま
で
の

経
過

措
置

を
２
０
年

度
末

ま
で
延

長
し
た
上

で
、
定

員
と
実

際
の

利
用

者
数

の
取

扱
い
を
更

に
弾

力
化

）

趣
旨

◎
次

の
い
ず
れ

か
に
該

当
す
る
ま
で
、
定

員
を
超

え
て
受

け
入

れ
る
こ
と
を
可

能
と
す
る

（
定

員
超

過
利

用
減

算
を
行

わ
な
い
）
。

【
現

行
】

【
緊

急
措

置
（
２
０
年

度
ま
で
）
】

内
容 過
去
３
か
月
間
の
平
均
利
用

者
が

、
定

員
の

１
１
０
％

を
超

え
る
こ
と

１
日
当
た
り
の
利
用
者
数
が
、

定
員
の
１
２
０
％

を
超
え
る
こ

と

過
去
３
か
月
間
の
平
均
利
用

者
が

、
定

員
の

１
２
５
％

を
超

え
る
こ
と

１
日
当
た
り
の
利
用
者
数
が
、

定
員

の
１
５
０
％

を
超
え
る
こ

と

又
は

又
は

通
所

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
定

員
を
超

え
た
受

入
の
更

な
る
弾

力
化
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